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令和 8 年度舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動）助成金 

交付内定通知書の送付及び今後の事務手続きについて 
 

 

このたびは、お送りしました「助成金交付内定通知書」のとおり、令和 8 年度舞台芸術等

総合支援事業（公演創造活動）助成金の助成対象活動として内定しましたので、お知らせい

たします。 

今後は「助成金事務手続きの手引」に従って所定の期限までに必要な手続きを行っていた

だきますよう、宜しくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事務局連絡先】 
名 称 舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動）事務局 

住 所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-13 住友商事神田和泉町ビル 13F 
近畿日本ツーリスト株式会社 公務営業支店内 

連絡先 

音 楽 souzou-music@gp.knt.co.jp 
０５７０－０６４－５３６ 
（平日 10:00～17:00） 

舞 踊 souzou-buyou@gp.knt.co.jp 
演 劇 souzou-engeki@gp.knt.co.jp 
伝統芸能・大衆芸能 souzou-geinou@gp.knt.co.jp 

重複助成について 

舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動）の助成対象活動は、原則として当振興会が行
う他の助成事業、文部科学省・文化庁の補助事業、国の行政機関の委託費等が支出され
る事業と重複して支援を受けることはできません。いずれかを辞退いただくなどの対応
が必要となりますので、必ずご確認ください。 

※令和８年度劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業については、例外的に
重複して支援を受けることが可能です。当該事業に採択された場合、交付申請書および実績
報告書に必ずその旨を記載してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

助 成 金 交 付 内 定 通 知 書 を 受 け 取 っ た ら  

提出された助成金交付申請書の内容を審査し、助成金を交付すべきと認めた時は、 
助成金交付決定通知書をメールで送付します。 

 交付内定を受けた活動については、交付決定の日付にかかわらず、令和８年４月１日
から活動を開始し、必要な契約・支払等を行って差し支えありません。 

 

助成金の交付を受けるためには、交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。交

付内定の内容を受諾した場合は、令和８年６月２６日 (金）までに「助成金交付

申請書」を事務局に提出してください。提出方法は、４月１日以降個別に連絡します。 

 ６月２６日までに開始する活動については、可能な限り活動を開始する２週間前まで
に（４月早々に開始する活動については速やかに）交付申請書を提出してください。 

 交付申請書の作成及び提出に当たっては、「助成金事務手続きの手引」を必ず参照し
てください。 

 提出された交付申請書は、事務局にて内容を審査し、見直しなどを求める場合があり
ます。予めご承知おきください。 

 活動内容に変更が生じた場合は、必ず公演前に事務局までご連絡ください。詳細は別
紙をご参照ください。 

なお、一定の要件を満たす場合は交付決定後に助成金の概算払を受けることができま
す。７月の概算払を希望される団体は、交付申請書を令和８年４月末までに提出する
必要がありますのでご注意ください。 

交付申請書の提出 

 

助成金交付内定通知書の内容を確認してください。 
また、以下のサイトにて「助成金事務手続きの手引」をダウンロードし、必要な事務手続
きを確認してください。なお、本手引は変更となる可能性がありますので、必ず最新の
手引をご確認ください。変更した場合は事務局よりお知らせします。 
 

通知書の確認と手引のダウンロード 

【「助成金事務手続きの手引」ダウンロードサイト】 （4/1 以降、順次公開予定） 

日本芸術文化振興会トップページ  > 助成事業  > 助成対象活動について  
> 内定された方【舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動）】 
https://www.ntj.jac.go.jp/grant/program/recipient/04/ 

ご不明点等がある場合は 事務局まで お問合せください。 



 
 

活動内容等の重大な変更や助成対象経費が大幅な減額となった場合などは、活動が同一のものと認
められず、交付内定又は交付決定の取消しや助成金の減額となることがありますので注意してくだ
さい。 
 
■内定後、交付申請書提出までに生じた変更の承認と交付決定について 

交付申請書の中にある「変更理由書」に、提出時点までの変更点を整理して記入してください。 

交付申請書の記入内容と併せて、交付要望書からの変更点の有無とその内容を確認し、当初の計画
に沿っていると認められた場合、交付決定を行います。 

■交付決定後、実績報告書提出までに生じた変更と助成金の額の確定について 

実績報告書の中にある「変更理由書」に、提出時点までの変更点を整理して記入してください。 

実績報告書の記入内容と併せて、交付申請書からの変更点の有無とその内容を確認し、当初の計画
に沿っていると認められた場合、助成金の額の確定を行います。 
 
［ 変更理由書の記入が必要な事項］  
○団体に関する事項 ： 住所、団体名、代表者氏名 
○活動内容に関する事項 ： 活動名、実施時期・場所（配信等を含む）、内容（演目・曲目、あ

らすじ、主な出演者・スタッフ等）、共催者・共同制作者 
○収支予算に関する事項 ： 助成対象経費（２０％を超える減額があった場合） 
〇その他、大幅な変更が生じた事項 

 

以下に該当する場合には、交付申請書・実績報告書の提出時に限らず、 

速やかに（必ず公演前までに）事務局までご連絡ください。 

＊演目・主な出演者・スタッフ、その他活動内容における重要な部分の変更 

＊「本活動の企画意図および目標」欄に記入された内容にかかわる部分の変更 
要望書及び申請書個表の「本活動の企画意図及び目標等」欄に記入された内容は審査 
の際の評価のもとになった項目であるため、原則として変更することはできません。 

 
変更が【重大な変更】あたるものか判断に迷う場合には、事務局までご相談ください。 

 
 
 

【重要】活動内容や対象経費に変更が生じたら 

活動内容の重大な変更 

［ 変更理由書の記入が必要な事項］  
○団体に関する事項 ： 住所、団体名、代表者氏名 
○活動内容に関する事項 ： 活動名、実施時期・場所（配信等を含む）、内容（演目・曲目、

あらすじ、主な出演者・スタッフ等）、共催者・共同制作者 
○収支予算に関する事項 ： 助成対象経費（２０％を超える減額があった場合） 
〇その他、大幅な変更が生じた事項 



 

① 公演の日時・場所等に関連する変更 

助成対象活動の実施状況を確認するため、公演調査を行いますので、公演の日時・場所等に変更
が生じた場合には、速やかにご連絡ください。 

  ※重大な変更が公演より前に届け出られていない場合、調査に影響があります。 

② 団体情報に関する変更 

・団体の住所・代表者の変更、担当者連絡先の変更は速やかにお知らせください。 
・主催者の変更は認められません。 

団体名の変更は、旧団体との継続性が確認できる場合に限り認められます。 
 

 

〇交付申請書において交付要望書と比べ助成対象経費の合計額が５０％を超える減額となった場合 
→交付内定の取消しとなる可能性があります。 

〇実績報告書において交付申請書と比べ助成対象経費の合計額が５０％を超える減額となった場合 
→交付決定の取消し、または助成金減額となる可能性があります。 

〇実績報告書において交付申請書と比べ助成対象経費の合計額が２０％を超える減額となった場合
→「助成対象活動計画変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。 

原則として助成金は減額となります。 

 

 

 

〇助成対象経費の合計額が交付決定額を下回った場合 
→助成金は減額となります。助成金の額＝助成対象経費の合計額（千円未満切捨） 

（助成対象経費の合計額が２０％を超える減額となった場合の助成金の額の再計算の方式） 

         変更承認申請時の助成対象経費 
再計算による助成金の額 ＝ 交付決定額× 

                                                          交付申請時の助成対象経費 

その他注意していただきたい変更 

助成対象経費の変更と助成金の減額 



令和 8 年３月 

令和 8 年度助成金内定者 各位 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

企画部基金・助成事務局芸術活動助成課 

 

助成対象活動の公演調査へのご協力について（依頼） 

 

舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動、国際芸術交流（国内実施分のみ））による助成対象活動に

ついては、活動の実施状況を確認するとともに、事後評価の充実をはじめ、今後の助成事業等に活かす

ため、専門委員及び振興会職員等（プログラムディレクター、プログラムオフィサー及び公演調査員を

含む。）による公演調査を実施しております。 

つきましては、広報用印刷物（公演チラシ等）及び公演調査実施のためのご案内状（招待申込用紙）

をデータ媒体にて下記事務局までご送付くださいますようお願い申し上げます。ご案内状の手配が難

しい場合は、お問い合わせください。 

※席種にご配慮いただく必要はございません。また、飲食に係る引換券等はお受け取りできません。 

記 

○ 送付物：チラシ・案内状データ 

○ 送付先：下記の事務局宛 

※ 送付の際はメール件名に「助成対象活動招待状在中」等の文言とともに、「舞台芸術等

総合支援事業（公演創造活動）（分野名）」をご記載ください。 

○ 送付時期：公演初日の１ヶ月前まで  （調査者の日程調整に時間を要するためご協力をお願いします） 

※ 申込の締切日を設定されている場合は、締切日の２週間前までにお送りください。 

※ 専門委員等には事務局より送付します。 

 

【事務局連絡先】 ※全分野共通 

名 称 舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動・国際芸術交流）事務局 

住 所 
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-13 住友商事神田和泉町ビル 13F 

近畿日本ツーリスト株式会社 公務営業支店内 

電話番号 ０５７０－０６４－５３６（平日 10:00～17:00） 

E-mail sk-research@gp.knt.co.jp 

 

※令和 8 年度舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動・国際芸術交流）の公演調査については、独立行政

法人日本芸術文化振興会より業務委託を受けた上記事務局が窓口となります。公演調査に関してご不

明点等ございましたら、上記事務局までご連絡ください。 


